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■
加
入
の
手
続
き
が
１４
日
以
内
に
さ
れ

な
い
場
合

　

特
別
な
理
由
が
な
い
限
り
、
手
続

き
を
し
た
月
の
初
日
よ
り
前
の
医
療

費
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
国
保
税
は
、
届
け
出
を
し
た

月
か
ら
で
は
な
く
、
国
保
に
加
入
す

る
資
格
を
得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合

　

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し

た
後
に
、
国
保
の
保
険
証
で
医
療
を

受
け
た
場
合
、
国
保
で
負
担
し
た
分

の
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
の
保
険
料
と
国
保
税
を

二
重
に
払
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

■
医
療
機
関
に
も
保
険
変
更
の
届
け
出
を

　

職
場
の
健
康
保
険
等
に
加
入
さ
れ

て
か
ら
、
健
康
保
険
証
が
交
付
さ
れ

る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
間
に
国
保
の
保
険
証

で
医
療
機
関
を
受
診
し
て
い
る
場
合

は
、
至
急
、
健
康
保
険
が
変
更
し
た

こ
と
を
医
療
機
関
に
も
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

■
平
成
２６
年
度
の
国
保
の
保
険
証

　

新
年
度
の
保
険
証
は
、
一
般
被
保

険
者
が
紫
色
、
退
職
被
保
険
者
が
緑

色
で
す
。
３
月
下
旬
に
世
帯
全
員
の

分
を
世
帯
主
に
送
付
し
ま
す
。

　

７０
〜
７４
歳
の
被
保
険
者
で
、
高
齢

受
給
者
証
（
ピ
ン
ク
色
）
は
保
険
証

と
一
緒
に
３
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。

■
７０
〜
７４
歳
の
被
保
険
者
に
係
る
窓
口

負
担
見
直
し
に
つ
い
て

　

７０
歳
〜
７４
歳
の
方
の
窓
口
負
担
は

法
律
上
２
割
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

特
例
措
置
で
こ
れ
ま
で
１
割
負
担
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
平
成
２６
年
度
か

ら
、
よ
り
公
平
な
仕
組
み
と
す
る
た

め
、
こ
の
特
例
措
置
が
見
直
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
の

方
の
生
活
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
平
成
２６
年
４
月

２
日
以
降
７０
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

方
か
ら
段
階
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
減
免
等

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
方
が

次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
医
療
費
の

支
払
い
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
世
帯
主
の
申
請
に
よ
り
医
療
費
の

一
部
負
担
金
（
自
己
負
担
額
）
に
つ
い

て
、
減
免
や
徴
収
猶
予
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

《
減
免
等
の
要
件
》

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
な
ど
に
よ
り

資
産
に
重
大
な
損
害
を
受
け
た
と
き

②
災
害
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁

等
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失
業

な
ど
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
と
き

《
適
用
期
間
》

　

審
査
の
結
果
、
認
め
ら
れ
た
場
合
、

徴
収
猶
予
は
６
カ
月
以
内
を
限
度
と
し

て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
減
免

等
は
１
カ
月
単
位
の
更
新
制
で
原
則
３

カ
月
を
限
度
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

■
こ
の
ペ
ー
ジ
の
問
い
合
わ
せ
先
■

住
民
課
保
険
窓
口
班
国
保
係

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は
お
早
め
に

　

年
度
替
わ
り
の
時
期
は
、転
入
・
転
出
・
就
職
・
退
職
な
ど
に
よ
り
国
民
健
康

保
険
の
加
入
・
脱
退
な
ど
の
手
続
き
が
多
く
な
る
時
期
で
す
。

　

加
入
・
脱
退
な
ど
の
手
続
き
は
、１４
日
以
内
に
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■今年４月２日以降に７０歳の誕生日を迎える方（誕生日が昭和１９年４月２日以降の方）
　７０歳の誕生月の翌月（各月１日が誕生日の方はその月）の診療から、窓口負担が２割
になります。
　　例：今年４月２日～５月１日に７０歳になった方　→　５月の診療から２割負担
　なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、７０歳から２割負担とな
る方は、６９歳までと比べて上限額が下がります。

■今年４月１日までに７０歳の誕生日を迎えた方（誕生日が昭和１９年４月１日までの方）
　４月以降も医療費の窓口負担は１割のまま変わりません。
　　例：今年３月２日～４月１日に７０歳になった方　→　これまでの３割負担から１割負担
　窓口負担の毎月の負担上限額も変わりません。

※いずれの方も一定の所得がある方は、これまでどおり３割負担です。
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